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文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部私学行政課長
山 根 徹　夫

文部科学省高等教育局私学部参事官
伊 藤 洋 一.
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学校法人の出資による会社の設立等について（通知）

このたび、 学校法人の経営の一層の弾力化並びに経営の健全性の確保等の観
点から、 下記のとおり学校法人の出資による会社設立の際の留意事項を整理し
ましたので通知します。

各学校法人におかれましては、各事項の内容を十分御理解の上、関係の事務
処理に遺濡のないようお願いします。

記

1 設置する学校の教育研究活動と密接な関係を有する事業（例えば、 会計・
教務などの学校事務、 食堂・売店の経営、 清掃・菩備業務など）を一層効率
的に行うために、 学校法人が出資によって会社を設立する場合には、 学校法
人の出資割合は出資先会社の総出資額の2分の1以上であっても差し支えな
いこと。

上記以外の場合には、 学校法人の目的等にかんがみ、 出資割合は原則とし
て2分の1未満とすることが適当であること。
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